
伊方町スポーツ指導者資格取得補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、町内のスポーツ指導者（以下「指導者」という。）を発掘・

育成し、町民のスポーツ振興に資することを目的に、各種スポーツ活動に必要

な指導資格等の取得に係る経費の一部に対し補助金を交付するために必要な

事項を定めるものとする。 

 （補助用件等） 

第２条 補助要件、補助対象資格、補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、

別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。 

 （交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、スポ

ーツ指導者資格取得補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え

て、町長に提出しなければならない。 

 (１) 認定資格試験及び講習会等要項 

 (２) 修了証及び合格証の写し又はそれに類する書類 

 (３) 対象経費の領収書の写し 

 (４) 競技団体等の推薦書(様式第２号) 

 (５) その他町長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第４条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を

審査し、補助金を交付することが適当であると認められるときはスポーツ指

導者資格取得補助金交付決定通知書（様式第３号）により、補助金を交付する

ことが適当でないと認められるときはスポーツ指導者資格取得補助金不交付

決定通知書（様式第４号）により、申請者に対し通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第５条 前条の規定による補助金交付の決定通知を受けた者は、スポーツ指導

者資格取得補助金請求書（様式第５号）を町長に提出するものとする。 

 （交付） 

第６条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を

交付するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第７条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助

金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既

に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。 

 (１) この告示に違反したとき。 



 (２) 指導者として不適当と認められる事実が判明したとき。 

 (３) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとし

たとき。 

 (４) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

 （その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定め 

 る。 

附 則 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

補助要件 次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

(１) 申請時に町内に在住し、当該申請をした年度内に補

助対象資格を取得(合格)した者 

(２) 町内スポーツ団体に所属し、所属団体から推薦を受

けた者 

 (３) 町の要請に応じ、スポーツ関連事業等に協力できる

者  

補助対象資格 次の各号のいずれかの資格とする。 

(１) 公益財団法人日本スポーツ協会及びその加盟団体

が認定する資格 

(２) 公益財団法人日本レクリエーション協会及びその

加盟団体が認定する資格 

(３) 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会及びその

加盟団体が認定する資格 

(４) スポーツに関する公益法人等が認定する資格 

(５) その他町長が特に認めた資格  

補助対象者 次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 新規資格取得者(初めての指導資格・ライセンス等

の取得を目指す者) 

(２) 有資格更新者(所有する資格・ライセンス等の更新

を目指す者) 

(３) 有資格指導者（更なる上級資格・ライセンス等の取

得を目指す者） 

補助対象経費 (１) 補助対象資格取得のために受講が義務付けられた

講習会等の参加に係る経費及び資格取得に係る経費（受

講料、負担金、資料代等の参加料及び登録料、更新料等） 

(２) 交通費及び宿泊費。ただし、県外でしか補助対象資

格が取得できない場合に限る。 

補助金の額 次に掲げる区分により算出した額の合計額。ただし、算出

した額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てた額とする。 

(１) 補助対象資格取得のために受講が義務付けられた

講習会等の参加に係る経費及び資格取得に係る経費 

 10/10 以内 

(２) 交通費及び宿泊費 1/2 以内 



様式第１号(第３条関係) 

スポーツ指導者資格取得補助金交付申請書 

年  月  日 

伊方町長        様 

申請者 住  所 

    氏  名 

    電話番号 

 

 伊方町スポーツ指導者資格取得補助金交付要綱第３条の規定により、補助金

の交付を受けたいので、次のとおり申請します。また、補助金交付に係る誓約に

同意します。 

所属団体名 
 

（種目名：                 ） 

主な活動場所 
 

 

生年月日 
年  月  日 

（     歳） 
職業  

講習等名 
 

 

講習会等期間 
 

 

講習会等場所 
 

 

取得資格名 
 

資格取得日（合格通知日）：    年  月  日 

補助対象額 
 

           円 

申請額 
 

           円 

 

補助金交付に係る誓約 

町の要請に応じ、スポーツ関連事業等に協力することを承諾し、これを履行で

きない場合は補助金の交付取消し及び返還に応じることに同意します。 



 

添付書類 

（１）認定資格試験及び講習会等要項 

（２）修了証及び合格証の写し又はそれに類する書類  

（３）対象経費の領収書の写し 

（４）競技団体等の推薦書（様式第２号） 

（５）その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２号（第３条関係） 

  年  月  日 

 

伊方町長        様 

 

推薦者 団 体 名 

氏  名           

住  所 

電話番号 

 

 

推薦書 

 

 

伊方町スポーツ指導者資格取得補助金申請にあたり、下記のとおり推薦しま

す。 

 

記 

 

１．被推薦者（申請者） 

  住所                          

氏名                          

 

２．現在の指導状況 

 

 

 

 

 

 

 

※本書類は、申請者以外の競技団体関係者が推薦者として記載すること。 

 



様式第３号（第４条関係） 

 

スポーツ指導者資格取得補助金交付決定通知書 

 

第     号  

  年  月  日 

 

             様 

 

伊方町長    

 

 

  年  月  日付けで申請のあった伊方町スポーツ指導者資格取得補助

金について、補助金の交付を決定しましたので、伊方町スポーツ指導者資格取得

補助金交付要綱第４条の規定により通知します。 

 

１ 交付決定額                 円 

 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は

変更し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがあります。 

（１）伊方町スポーツ指導者資格取得補助金交付要綱に違反したとき。  

（２）指導者として不適当と認められる事実が判明したとき。  

（３）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとした

とき。  

（４）その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 

 

３ 領収書等書類について、５年間の保存整理を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第４条関係） 

    

スポーツ指導者資格取得補助金不交付決定通知書 

 

第     号  

  年  月  日 

 

            様 

 

伊方町長  

 

 

  年  月  日付けで申請のあった伊方町スポーツ指導者資格取得補助

金について、補助金の不交付を決定しましたので、伊方町スポーツ指導者資格取

得補助金交付要綱第４条の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

 不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第５条関係） 

 

スポーツ指導者資格取得補助金請求書 

 

  年  月  日 

 

伊方町長         

 

住  所 

                         氏  名 

                         電話番号 

 

 

年  月  日付け  第  号で交付決定通知のあった補助金につい

て、伊方町スポーツ指導者資格取得補助金交付要綱第５条の規定により、次のと

おり請求します。 

 

記 

 

 

金             円  

 

 

振

込

先 

金融機関名  本店・支店名  

預金種別 普通 ・ 当座 口座番号  

フリガナ 

口座名義人 
 

 

 


